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【 請 求 項 １ 】
　 エ ン ジ ン と 、 該 エ ン ジ ン に 動 力 配 分 機 構 を 介 し て 連 結 さ れ た モ ー タ ジ ェ ネ レ ー タ と を 備
え た 車 両 の 自 動 変 速 機 の 変 速 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 自 動 変 速 機 の 変 速 が 発 生 す る か 否 か を 判 断 す る 手 段 と 、
　 自 動 変 速 機 の 入 力 軸 が 駆 動 状 態 、 被 駆 動 状 態 、 あ る い は 駆 動 状 態 と も 被 駆 動 状 態 と も 明
確 に 判 定 で き な い 曖 昧 な 状 態 、 の 何 れ の 状 態 に あ る か を 判 断 す る 手 段 と 、
　 前 記 自 動 変 速 機 の 入 力 軸 の ト ル ク を 前 記 モ ー タ ジ ェ ネ レ ー タ に よ っ て 増 減 す る 制 御 手 段
と 、 を 備 え 、
　 前 記 自 動 変 速 機 の 変 速 が 発 生 す る と 判 断 さ れ 、 且 つ 、 前 記 車 両 が 駆 動 状 態 と も 被 駆 動 状
態 と も 明 確 に 判 断 で き な い 曖 昧 な 状 態 で あ る と 判 断 さ れ た と き に は 、 前 記 自 動 変 速 機 の 入
力 軸 の ト ル ク を 前 記 モ ー タ ジ ェ ネ レ ー タ に よ っ て 一 時 的 に 変 更 し て 該 入 力 軸 を 駆 動 状 態 又
は 被 駆 動 状 態 の い ず れ か に 移 行 さ せ た 上 で 前 記 自 動 変 速 機 の 変 速 を 実 行 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 車 両 の 自 動 変 速 機 の 変 速 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 エ ン ジ ン と 、 該 エ ン ジ ン に 動 力 配 分 機 構 を 介 し て 連 結 さ れ た モ ー タ ジ ェ ネ レ ー タ と を 備
え た 車 両 の 自 動 変 速 機 の 変 速 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 自 動 変 速 機 に お い て 変 速 が 発 生 す る か 否 か を 判 断 す る 手 段 を 備 え 、
　 該 変 速 を 実 行 す る 際 に 、 自 動 変 速 機 の 入 力 軸 に か か る ト ル ク を 、 前 記 モ ー タ ジ ェ ネ レ ー



タ に よ っ て 該 入 力 軸 に プ ラ ス 又 は マ イ ナ ス の い ず れ か 一 方 側 の ト ル ク を 付 加 す る こ と に よ
っ て 変 更 し 、 ア ク セ ル ペ ダ ル に 対 応 し た 前 記 自 動 変 速 機 の 入 力 軸 ト ル ク を 変 更 し な が ら 当
該 変 速 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と す る 車 両 の 自 動 変 速 機 の 変 速 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
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　 エ ン ジ ン と 、 該 エ ン ジ ン に 連 結 さ れ た モ ー タ ジ ェ ネ レ ー タ と を 備 え た 車 両 の 自 動 変 速 機
の 変 速 制 御 装 置 に お い て 、
　 前 記 自 動 変 速 機 の 変 速 が 発 生 す る か 否 か を 判 断 す る 手 段 と 、
　 自 動 変 速 機 の 入 力 軸 が 駆 動 状 態 、 被 駆 動 状 態 、 あ る い は 駆 動 状 態 と も 被 駆 動 状 態 と も 明
確 に 判 定 で き な い 曖 昧 な 状 態 、 の 何 れ の 状 態 に あ る か を 判 断 す る 手 段 と 、
　 前 記 自 動 変 速 機 の 入 力 軸 の ト ル ク を 前 記 モ ー タ ジ ェ ネ レ ー タ に よ っ て 増 減 す る 制 御 手 段
と 、 を 備 え 、
　 前 記 自 動 変 速 機 の 変 速 が 発 生 す る と 判 断 さ れ 、 且 つ 、 前 記 車 両 が 駆 動 状 態 と も 被 駆 動 状
態 と も 明 確 に 判 断 で き な い 曖 昧 な 状 態 で あ る と 判 断 さ れ た と き に は 、 前 記 自 動 変 速 機 の 入
力 軸 の ト ル ク を 前 記 モ ー タ ジ ェ ネ レ ー タ に よ っ て 一 時 的 に 変 更 し て 該 入 力 軸 を 駆 動 状 態 又
は 被 駆 動 状 態 の い ず れ か に 移 行 さ せ た 上 で 前 記 自 動 変 速 機 の 変 速 を 実 行 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 車 両 の 自 動 変 速 機 の 変 速 制 御 装 置 。
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